
（別紙様式１）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）

公 共 工 事 の 名 称 、 場 所 、 期 間 及 び 種 別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名競
争入札の別(総合評価の
実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年4月1日～令和6年3月31日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年4月3日～令和6年3月22日 横浜港湾空港技術調査事務所

測量・調査 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年9月8日～令和6年2月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４ 東京都世田谷区駒沢３-１５-１

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年9月8日～令和6年2月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

東京都世田谷区駒沢３-１５-１

5月該当無し

令和５年度　生物共生型護岸における炭素吸収・固
定能力等基礎調査

8月該当無し

令和５年度　潮位観測データ解析・信頼性確認検証
業務

7010901005494

一般競争入札
（総合評価）

79.6%

国際航業株式会社　神奈川支店
97.0%

14,960,000

令和５年度　東京湾環境情報センターシステム修正
設計及び環境調査データ解析等業務

9010001008669

4240001010433 80.6%R5.4.3

一般競争入札
（総合評価）

45,111,000

18,557,000
東京都千代田区岩本町三丁目８－
１５

43,780,000R5.4.3
横浜市中区日本大通１７番地

一般競争入札
（総合評価）

6月該当無し

7月該当無し

復建調査設計株式会社　東京支社

6,754,000

9,020,000 85.1%

11月該当無し

いであ株式会社

R5.9.8

R5.9.8

8,481,000

10月該当無し

10,593,000

一般競争入札
（総合評価）

令和５年度　東京湾波高計設置実施設計

7010901005494

令和５年度潮位観測データ解析・信
頼性確認検証業務いであ・海洋調
査協会設計共同体



（別紙様式２）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年4月10日～令和6年3月29日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年4月10日～令和6年3月29日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年4月10日～令和6年3月29日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年4月10日～令和6年3月29日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年5月12日～令和6年2月29日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年7月18日～令和6年2月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年7月28日～令和6年2月28日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年8月2日～令和6年3月19日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年10月19日～令和6年3月22日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年10月23日～令和6年3月29日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年11月7日～令和6年3月19日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年11月21日～令和6年3月15日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

会計法第29条の３第４項
理由は別紙２－９のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

9月該当無し

15,007,300

R5.11.7

理由は別紙２－10のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

令和５年度　埋立地盤の設計・施工・維持管理等の
高度化に関する研究委

R5.4.10

国立研究開発法人海上・港湾・航
空技術研究所 会計法第29条の３第４項

会計法第29条の３第４項

理由は別紙２－６のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

会計法第29条の３第４項
令和５年度　東京湾沿岸災害モニタリングに関する研究委
託

R5.10.23

神奈川県横須賀市長瀬３－１－１

1020005002138

会計法第29条の３第４項

国立研究開発法人海上・港湾・航
空技術研究所

6020005004971

神奈川県横須賀市長瀬３－１－１

18,128,000

R5.7.18

令和５年度　東京湾における水環境デジタルツイン
の開発に関する研究委託

R5.7.28
国立大学法人横浜国立大学

神奈川県横浜市六角橋３－２７－１

令和５年度　閉鎖性海域における太陽光発電システ
ムの適用性に関する研究委託

令和５年度　東京国際空港における空港土木施設の設
計・施工・維持管理等の高度化に関する研究委託

神奈川県横須賀市長瀬３－１－１

令和５年度　港湾環境の効果的・効率的な整備手法
等に関する研究委託 会計法第29条の３第４項

理由は別紙２－２のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

R5.4.10

令和５年度　港湾土木施設の設計・施工・維持管理
等の高度化に関する研究委託

国立研究開発法人海上・港湾・航
空技術研究所

5012405001732

5012405001732R5.4.10

R5.5.12

6月該当無し

学校法人神奈川大学

会計法第29条の３第４項

37,236,100

31,633,800
理由は別紙２－３のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

会計法第29条の３第４項

令和５年度　サンドコンパクションパイルの杭間地盤
の強度増加評価に関する研究委託

R5.8.2

令和５年度　港湾・空港施設の設計等に関する技術
支援業務

37,236,100

R5.4.10

28,160,000

31,633,800

5012405001732

2010005018571

5012405001732
神奈川県横須賀市長瀬３－１－１ 理由は別紙２－４のとおり

（参加者の有無を確認する公募手続）

理由は別紙２－１のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

4,026,000

28,226,000

43,011,100

100.0%

44,998,800

43,011,100

100.0%

会計法第29条の３第４項

2,949,300

44,998,800 100.0%

4,026,000 3,297,998 81.9%

100.0%

神奈川県横須賀市長瀬３－１－１

国立研究開発法人海上・港湾・航
空技術研究所

74.3%
理由は別紙２－７のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

2,970,000
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤
台７９番１号

理由は別紙２－８のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

6430005004014

令和５年度　東京国際空港残留沈下等影響評価調
査業務

99.5%

東京都港区西新橋１－１４－２

18,040,000R5.10.19

99.9%

99.7%
東京都港区西新橋１－１４－２ 理由は別紙２－５のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

3,993,000

73.2%

一般財団法人沿岸技術研究セン
ター 会計法第29条の３第４項

15,006,200

国立大学法人北海道大学

理由は別紙２－12のとおり
（簡易公募型プロポーザル）

5012405001732

北海道札幌市北区北９条西７丁目

令和5年度  東京国際空港残留沈
下等影響評価調査業務沿岸技術
研究センター・復建調査設計設計
共同体

国立研究開発法人海上・港湾・航
空技術研究所

国立大学法人　東京大学

東京都文京区本郷七丁目３番１号

令和５年度　東京湾における炭素の吸収・排出評価
に関する研究委託

5010005007398
理由は別紙２－11のとおり
（参加者の有無を確認する公募手続）

会計法第29条の３第４項

2010005018571

令和５年度　東京湾内における海域環境情報の効
率的な利活用に向けた基礎検討調査

R5.11.21 一般財団法人海域環境研究機構

東京都港区虎ノ門三丁目１８番２１号

6010405014407
会計法第29条の３第４項

14,597,000 14,410,000

4,026,000

98.7%

3,499,994 86.9%



（別紙様式２）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

令和5年11月29日～令和6年3月15日 横浜港湾空港技術調査事務所

建設コンサルタント等 神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

令和５年度　鋼構造物腐食環境検討調査業務

99.1%R5.11.29
株式会社エコー

東京都台東区北上野二丁目６番４号
理由は別紙２－13のとおり

（簡易公募型プロポーザル）

2010501016723

会計法第29条の３第４項

18,529,280 18,370,000



 

横浜技調 

随 意 契 約 理 由 書 

 

件名 令和5年度 埋立地盤の設計・施工・維持管理等の高度化に関する研究委託 

 

  本業務は、下記の理由により、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所と随意契約

する。 

 

記 

 

本業務は、港湾における埋立地盤の設計から維持管理までのライフサイクル全般にわたる課題の解決を目指す

ものである。 

具体的には、埋立地盤の設計・施工・維持管理等の高度化を図るため、地盤改良工事におけるCO2固定化に関

する検討、大規模急速施工埋立地盤の長期維持管理システム構築に関する検討を行うものである。 

本業務実施に際しては、港湾整備に関する総合的かつ最新の知見を有し、さらに理学的・工学的な研究遂行能

力及び研究実績を有している必要があり、以下に示す高い技術力を有している必要がある。 

 

【必要となる技術力】 

① 港湾域における固化処理土の強度発現及び長期耐久性等の性能評価に関する研究実績を有していること。 

② 地盤情報データの評価および長期圧密に関する研究の実績を有していること。 

 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所（以下、「研究所」という。）は、港湾、

空港及び海岸の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾、空港及

び海岸の整備等に資するとともに、これらに関する技術の向上を図る事を目的として平成 13 年に設立された機

関である。 

研究所は本業務に関連する地盤改良工事、固化処理土の強度特性や長期劣化特性や長期・超長期の圧密挙動の

高度なモデル化に関する研究の知見を得ている。また、上記①、②に示す高い技術力を有しており、これらの各

研究を活用した総合的かつ水準の高い研究を実施可能な研究機関は研究所において他にはない。 

このため、上記要件を満たすと認められるものがいない場合に特定公益法人等と随意契約手続きに移行するこ

とを明示して「参加意思確認書の提出を求める公示」を行ったところ、参加意思確認書を提出する者がいなかっ

たことから、当該委託契約を遂行することができる唯一の機関として選定した国立研究開発法人海上・港湾・航

空技術研究所 港湾空港技術研究所と会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、随意契約を行うものである。 

 

 

t83ah-kobayashi
テキスト ボックス
別紙２－１



 

横浜技調 

随 意 契 約 理 由 書 

 

件名 令和5年度 港湾環境の効果的・効率的な整備手法等に関する研究委託 

 

  本業務は、下記の理由により、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所と随意契約

する。 

 

記 

 

 本業務は、船舶の大型化に対応した大水深岸壁等の港湾施設を環境に配慮しながら効果的・効率的に整備す

るために必要となる港湾施設の計画から設計、施工、運営、維持管理に至るライフサイクル全般の課題の解決を

目指すものである。 

 具体的には、東京湾シミュレータの開発、魚類多様性のための生物共生型港湾構造物の整備手法に関する検

討を行うものである。 

 

本業務実施に際しては、港湾整備に関する総合的かつ最新の知見を有し、さらに理学的・工学的な研究遂行能

力及び研究実績を有している必要があり、以下に示す高い技術力を有している必要がある。 

 

【必要となる技術力】 

① 内湾水質複合生態系モデルの開発とそのモデルを活用した海域環境予測システムに関する研究の実績を有

していること。 

② 港湾域において環境 DNA 技術を活用した生物相把握の再現性を解析・評価した研究の実績を有しているこ

と。 

 

 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所（以下、「研究所」という。）は、港湾、

空港及び海岸の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾、空港及

び海岸の整備等に資するとともに、これらに関する技術の向上を図る事を目的として平成 13 年に設立された機

関である。 

研究所は本業務に関連する内湾水質複合生態系モデルによる解析プログラムの高度化に関する研究、港湾域に

おける環境DNAを用いた調査に対する高度な知見を得ている。また、上記①、②に示す高い技術力を有しており、

これらの各研究を活用した総合的かつ水準の高い研究を実施可能な研究機関は研究所において他にはない。 

このため、上記要件を満たすと認められるものがいない場合に特定公益法人等と随意契約手続きに移行するこ

とを明示して「参加意思確認書の提出を求める公示」を行ったところ、参加意思確認書を提出する者がいなかっ

たことから、当該委託契約を遂行することができる唯一の機関として選定した国立研究開発法人海上・港湾・航

空技術研究所 港湾空港技術研究所と会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、随意契約を行うものである。 

t83ah-kobayashi
テキスト ボックス
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横浜技調 

随 意 契 約 理 由 書 

 

件名 令和5年度 港湾土木施設の設計・施工・維持管理等の高度化に関する研究委託 

 

  本業務は、下記の理由により、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所と随意契約

する。 

 

記 

 

  本業務は、港湾土木施設の設計から維持管理までのライフサイクル全般にわたる課題の解決を目指すもの

である。 

 具体的には、鉱滓の地盤材料としての循環利用に関する検討、岸壁背面土中等に埋設された鋼材の腐食・防

食に関する検討を行うものである。 

 

本業務実施に際しては、港湾整備に関する総合的かつ最新の知見を有し、さらに理学的・工学的な研究遂行能

力及び研究実績を有している必要があり、以下に示す高い技術力を有している必要がある。 

 

【必要となる技術力】 

① リサイクル材の地盤材料としての活用に関する化学的・力学的特性など材料特性の評価に関する研究の実

績を有していること。 

② 海洋環境下における鋼材の腐食・防食特性に関して、暴露試験施設や実環境下での連続モニタリングを活

用した研究の実績を有していること。 

 

 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所（以下、「研究所」という。）は、港湾、

空港及び海岸の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾、空港及

び海岸の整備等に資するとともに、これらに関する技術の向上を図る事を目的として平成 13 年に設立された機

関である。 

研究所は本業務に関連するリサイクル材の地盤材料としての活用に関する研究、鋼材の腐食、防食特性に関す

る研究の知見を得ている。また、上記①、②に示す高い技術力を有しており、これらの各研究を活用した総合的

かつ水準の高い研究を実施可能な研究機関は研究所において他にはない。 

このため、上記要件を満たすと認められるものがいない場合に特定公益法人等と随意契約手続きに移行するこ

とを明示して「参加意思確認書の提出を求める公示」を行ったところ、参加意思確認書を提出する者がいなかっ

たことから、当該委託契約を遂行することができる唯一の機関として選定した国立研究開発法人海上・港湾・航

空技術研究所 港湾空港技術研究所と会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、随意契約を行うものである。 

t83ah-kobayashi
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横浜技調 

随 意 契 約 理 由 書 

 

件名 令和5年度 東京国際空港における空港土木施設の設計・施工・維持管理等の高度化に関する研究委託 

 

  本業務は、下記の理由により、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所と随意契約

する。 

 

記 

 

本業務は、東京国際空港における空港土木施設の設計から維持管理までのライフサイクル全般にわたる課題の

解決を目指すものである。 

具体的には、空港土木施設の設計・施工・維持管理等の高度化を図るため、地震動による地盤の累積損傷を考

慮した変形予測、強震観測記録の解析と情報発信手法に関する検討を行うものである。 

 

本業務実施に際しては、空港整備に関する総合的かつ最新の知見を有し、さらに理学的・工学的な研究遂行能

力及び研究実績を有している必要があり、以下に示す高い技術力を有している必要がある。 

 

【必要となる技術力】 

① 地震応答解析手法の開発・高度化に関する研究の実績を有していること。 

② 強震観測記録データの解析により、軟弱地盤における地震動特性に関する研究の実績を有していること。 

 

 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所（以下、「研究所」という。）は、港湾、

空港及び海岸の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾、空港及

び海岸の整備等に資するとともに、これらに関する技術の向上を図る事を目的として平成 13 年に設立された機

関である。 

研究所は本業務に関連する地震時の地盤や構造物の挙動に関する研究、地盤・構造物の設計法の高度化に関す

る研究の知見を得ている。また、上記①、②に示す高い技術力を有しており、これらの各研究を活用した総合的

かつ水準の高い研究を実施可能な研究機関は研究所において他にはない。 

このため、上記要件を満たすと認められるものがいない場合に特定公益法人等と随意契約手続きに移行するこ

とを明示して「参加意思確認書の提出を求める公示」を行ったところ、参加意思確認書を提出する者がいなかっ

たことから、当該委託契約を遂行することができる唯一の機関として選定した国立研究開発法人海上・港湾・航

空技術研究所 港湾空港技術研究所と会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、随意契約を行うものである。 

 

t83ah-kobayashi
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令和 5 年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所 

   

随意契約理由書 

     

 

   

件名）令和 5 年度 港湾・空港施設の設計等に関する技術支援業務 

     

 

   

 本件は、下記理由により(財)沿岸技術研究センターと随意契約致したい。 

   

記 

  

 本業務は、管内の港湾・空港施設の設計等に関する様々な技術的課題に対

し、各課題に精通した有識者によるヒアリング等を実施し、対応方法の提案

等の技術的支援を行うものである。 

 

 本業務の実施にあたっては、当局が提示する設計等に関する検討案件につ

いて、検討会の開催やヒアリングを通じ、得られた有識者の意見を踏まえな

がら、課題の抽出整理や技術的検証・検討を速やかに行うための技術力を有

し、港湾・空港施設の調査・設計・施工に精通している事が必要である。 

 

 このため、簡易公募型に準じたプロポーザル方式により、技術提案を求

め、優れた技術提案を行った(財)沿岸技術研究センターを特定した。 

 

したがって、(財)沿岸技術研究センターが本業務を最も円滑かつ適切に実

施できるものと判断できる。 

 

以上の理由から会計法第 29 条の 3 第 4 項に基づき、(財)沿岸技術研究セン

ターと随意契約するものである。    

 

別紙２－５ 



　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 学校法人　神奈川大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 学校法人　神奈川大学 と随意契約を

行うものである。

令 和 ５ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　（　件名　）　 令和５年度　閉鎖性海域における太陽光発電システムの適用性に関する研
究委託

　本委託は、閉鎖性海域の港湾や海上空港等における新たなカーボンニュートラル技術
の開発に向け、太陽光発電システムを閉鎖性海域に適用する場合の実現可能性の検討
及び効果にかかる評価を行うものである。
　これらの業務を遂行するためには、陸上やダム湖等とは異なる海域の条件下で、海上、
海中を問わず、太陽光発電システムを適用するための自然条件や工学的条件等の設定、
技術的な課題の抽出が可能であり、太陽光発電システムの機材や加工技術にも精通して
いることが求められる。またこれらの適用性を検討し発電に関する効果を評価するために
は、試験の実施とその結果を的確に評価するための研究実績が必要となる。

　学校法人神奈川大学は、太陽光発電システムの海域適用を想定した水中における基礎
的条件の収集実績がある唯一の機関であり、陸上やダム湖等とは異なる閉鎖性海域での
海上および海中における太陽光発電システムを適用するための自然条件や工学的条件
等の設定や技術的な課題の抽出が可能である。また、海域で使用可能な太陽光発電シス
テムの試験機を開発するなど機材や加工技術にも精通し、試験に活用できる試作機を保
有するとともに室内実験の実績も有するなど、本委託業務を遂行することが出来る機関は
他にないと考えられる。

別紙２－６ 



　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 国立大学法人　横浜国立大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 国立大学法人　横浜国立大学 と随意契

約を行うものである。

令 和 ５ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　（　件名　）　 令和５年度　東京湾における水環境デジタルツインの開発に関する研究委託

　本委託は、衛星データ等の各リモートセンシングデータと3次元流動・生態系結合モデルと
のデータ同化によって、水環境デジタルツインの開発を検討するものである。
　これらの業務を遂行するためには、衛星データによる高濁度水域に適した大気補正・水質
推定解析及びHFレーダー等のリモートセンシングデータ解析に関する研究実績を有するこ
と、また衛星データによる大気補正・水質推定モデルと3次元流動・生態系結合モデルの構
築及び精度検証に関する研究実績を有し、それらに必要な水質・底質・光学パラメーターの
実測値の取得が可能であること、並びに3次元流動・生態系結合モデルによる数値解析と
データ同化手法に関する研究実績を有することが求められる。
　国立大学法人横浜国立大学は、衛星データによる高濁度水域に適した大気補正・水質推
定解析及びHFレーダー等のリモートセンシングデータ解析に関する研究実績、また衛星
データによる大気補正・水質推定モデルと3次元流動・生態系結合モデルの構築及び精度
検証に関する研究実績、並びに3次元流動・生態系結合モデルによる数値解析とデータ同
化手法に関する研究実績を有する。また、水質・底質・光学パラメーターの実測値の取得も
可能である。本委託業務を遂行することが出来る機関は他にないと考えられる。

別紙２－７ 



　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 国立大学法人　北海道大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 国立大学法人　北海道大学 と随意契約

を行うものである。

令 和 ５ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　（　件名　）　 令和５年度　サンドコンパクションパイルの杭間地盤の強度増加評価に関す
る研究委託

　本委託は、横浜港の港湾建設に資するために横浜港新本牧地区の地盤を想定し、サンド
コンパクションパイルの杭間粘土における強度増加の評価を行うものである。
　これらの業務を遂行するためには、適切な温度管理のもと、静穏な環境において圧力制
御式の三軸圧縮試験機を使いこなすことができ、粘性土の最終的なせん断過程に至る前
の力学特性に関連したせん断剛性率に関する研究実績を有すること、及び土のひずみ速

度を超低速（約3×10-8s-1）から高速（約3×10-5s-1）まで自由に制御できる定ひずみ速度載
荷圧密試験機を使いこなすことができ、剛性が高い砂杭と剛性が低く圧縮性が高い粘性土
との側方圧力の相互作用に関する研究実績を有すること、並びに高塑性粘土におけるSCP
改良施工の状況を三軸圧縮試験にて再現した研究実績を有することが求められる。
　国立大学法人北海道大学は、適切な温度管理のもと、静穏な環境において圧力制御式

の三軸圧縮試験機、及び土のひずみ速度を超低速（約3×10-8s-1）から高速（約3×10-5s-1）
まで自由に制御できる定ひずみ速度載荷圧密試験機を使いこなすことができるとともに、本
業務を遂行するために必要不可欠である粘性土の最終的なせん断過程に至る前の力学特
性に関連したせん断剛性率に関する研究実績、及び剛性が高い砂杭と剛性が低く圧縮性
が高い粘性土との側方圧力の相互作用に関する研究実績、並びに高塑性粘土における
SCP改良施工の状況を三軸圧縮試験で再現した研究実績を有している。本委託業務を遂
行することが出来る機関は他にないと考えられる。

別紙２－８ 



令和 5 年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所 

   

随意契約理由書 

     

 

   

件名）令和 5 年度 東京国際空港残留沈下等影響評価調査業務 

     

 

   

 本件は、下記理由により 令和５年度 東京国際空港残留沈下等影響評価調

査業務沿岸技術研究センター・復建調査設計設計共同体と随意契約致した

い。 

   

記 

  

 本業務は、東京国際空港沖合展開地区における残留沈下の挙動や地下水位の

動向を整理・把握し、諸施設への影響評価や、今後の動態観測計画の検討を

行うものである。 

 

 本業務の遂行にあたっては、残留沈下の挙動や地下水位の動向、それに伴

う各施設への影響評価や動態観測の計画の策定に向けた検討を行うための経

時的な地盤の沈下挙動評価とそれに起因する構造物への影響検討に関する最

新の知見を有していることが必要である。 

 

 このため、簡易公募型に準じたプロポーザル方式により、技術提案を求

め、優れた技術提案を行った 令和５年度 東京国際空港残留沈下等影響評価

調査業務沿岸技術研究センター・復建調査設計設計共同体を特定した。 

 

したがって、令和５年度 東京国際空港残留沈下等影響評価調査業務沿岸

技術研究センター・復建調査設計設計共同体が本業務を最も円滑かつ適切に

実施できるものと判断できる。 

 

以上の理由から会計法第 29 条の 3 第 4 項に基づき、令和５年度 東京国際

空港残留沈下等影響評価調査業務沿岸技術研究センター・復建調査設計設計

共同体と随意契約するものである。    

t83ab-shimamori
テキスト ボックス
別紙２－９



 

横浜技調 

随 意 契 約 理 由 書 

役立てるための手法の確立を目指すものである。 

具体的には、監視カメラ映像に基づく波浪統計量推定に関する検討を行うものである。 

 

本業務実施に際しては、波浪観測データ解析と沿岸防災に関する総合的かつ最新の知見を有し、さらに理学的・ 

工学的な研究遂行能力及び研究実績を有している必要があり、以下に示す高い技術力を有している必要がある。 

 

【必要となる技術力】 

監視カメラによる波浪観測・カメラ画像解析コード開発の実績と第三世代波浪モデルによる波浪推算・解 

析に関する研究の実績を有していること。 

研究所は本業務に関連する北陸沿岸における波浪推算精度向上に関する研究、第三世代波浪モデルによるうね

り性波浪の推算精度検証を行うなど、高精度な沿岸波浪計算・解析に精通し高度な知見を得ている。また、東京 

湾口部等に監視カメラによる沿岸災害監視ネットワークを有し、2019 年台風 15 号による横浜港に襲来したうね 

り性の波浪研究において第三世代波浪モデルによる過去計算及び数値実験を行い、局在化した沿岸被害の要因究

明に努めるなど高い技術力を有しており、これらの各研究を活用した総合的かつ水準の高い研究を実施可能な研 

件名  令和 5 年度  東京湾沿岸災害モニタリングに関する研究委託 

 

 

  本業務は、下記の理由により、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所と随意契約

する。 

 

記 

 

本業務は、台風等に対する沿岸防災を目的とした港湾施設を含む沿岸域の監視とそれらの情報を防災・減災へ

 

 

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所（以下、「研究所」という。）は、港湾、

空港及び海岸の整備等に関する調査、研究及び技術の開発等を行うことにより、効率的かつ円滑な港湾、空港及

び海岸の整備等に資するとともに、これらに関する技術の向上を図る事を目的として平成 13 年に設立された機

関である。 

究機関は研究所において他にはない。 

このため、上記要件を満たすと認められるものがいない場合に特定公益法人等と随意契約手続きに移行するこ

とを明示して「参加意思確認書の提出を求める公示」を行ったところ、参加意思確認書を提出する者がいなかっ

たことから、当該委託契約を遂行することができる唯一の機関として選定した国立研究開発法人海上・港湾・航

空技術研究所 港湾空港技術研究所と会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、随意契約を行うものである。 
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　　横浜港湾空港技術調査事務所

（件名）

本件は、下記の理由により、 国立大学法人　東京大学 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 国立大学法人　東京大学 と随意契約

を行うものである。

令 和 ５ 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

 　本委託は、東京湾における炭素の吸収・排出評価を目的に多重空間スケールを対象と
する非構造格子有限体積法数値計算システム（東京湾環境計算システム）の構築を検討
するものである。
  これらの業務を遂行するためには、質量及び運動量保存性に優れる有限体積法を採用
した、世界標準の非構造格子数値モデルを用いた研究実績を有すること、沿岸海域にお
ける二酸化炭素分圧の連続推定手法の構築実績を有すること、海草藻場を対象とした炭
素吸収評価に関わるモニタリングに関する研究実績を有することが求められる。

    国立大学法人東京大学は、質量及び運動量保存性に優れる有限体積法を採用した、
世界標準の非構造格子数値モデルを用いた研究実績、沿岸海域における二酸化炭素分
圧の連続推定手法の構築実績、海草藻場を対象とした炭素吸収評価に関わるモニタリン
グに関する研究実績を有する。本委託業務を遂行することが出来る機関は他にないと考
えられる。

令和５年度　東京湾における炭素の吸収・排出評価に関する研究委託

t83ab-shimamori
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　　横浜港湾空港技術調査事務所

本件は、下記の理由により、 一般財団法人　海域環境研究機構 と随意契約したい。

令 和 5 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　 本業務は、東京湾内における海域環境情報の効率的な利活用に向けた新たな情報活

用方策を検討するものである。

　本業務の実施にあたっては、社会情勢の動きに対応した情報利活用の高度化が求めら

れることから、東京湾内における海域環境情報に関する知見と東京湾環境情報センター

のハード面、ソフト面に関する知見を有していることが不可欠である。

　 このため、簡易公募型に準じたプロポーザル方式により、技術提案を求め、優れた技術
提案を行った 「一般財団法人　海域環境研究機構」を特定した。

 　したがって、「一般財団法人　海域環境研究機構」が本業務を最も円滑かつ適切に実施
できるものと判断できる。

　以上の理由から会計法第29条の3第4項に基づき、「一般財団法人　海域環境研究機
構」と随意契約するものである。

　（　件名　）　 令和５年度　東京湾内における海域環境情報の効率的な利活用に向けた基礎検討調査
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令和 5 年度 

     

横 浜 港 湾 空 港 技 術 調 査 事 務 所 

   

随意契約理由書 

     

 

   

件名）令和 5 年度 鋼構造物腐食環境検討調査業務 

     

 

   

 本件は、下記理由により株式会社エコーと随意契約致したい。 

   

記 

  

 本業務は、鋼構造物の鋼材の板厚測定等現況調査を行い、その調査結果から

得られる腐食環境や鋼構造物の腐食状況から傾向を類推し、岸壁や防波堤な

どの腐食環境が腐食の進行に与える影響について検討するものである。 

 

 

 本業務の遂行にあたっては、岸壁背後の鋼材の腐食状況に関する総合的か

つ最新の知見を有していることが必要である。 

 

 このため、簡易公募型に準じたプロポーザル方式により、技術提案を求

め、優れた技術提案を行った株式会社エコーを特定した。 

 

したがって、株式会社エコーが本業務を最も円滑かつ適切に実施できるも

のと判断できる。 

 

以上の理由から会計法第 29 条の 3 第 4 項に基づき、株式会社エコーと随意

契約するものである。    
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（別紙様式３）

　  　　 　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指
名競争入札の別
(総合評価の実施)

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率 備　　考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所
神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

5,060,000 3,575,951

1,947,000 80.5%

一般競争入札1020002062928

65.5%

70.7%

2,137,806 1,400,608

99.2%

2,189,000

東京都中野区４－１０－１
R5.11.17

99.9%

9月該当無し

8月該当無し

株式会社ソニック

9,097,000

令和５年度　横浜技調水理実験場自家用電気
工作物変圧器取替

9,020,000

2,805,000

令和５年度　横浜技調庁舎清掃 一般競争入札
東京都大田区西六郷２－２２－４

東京都千代田区大手町２－２－１

R5.4.3
株式会社照輝

令和５年度　横浜技調桟橋動態観測機器点検
整備

R5.7.31
極東貿易株式会社

R5.4.3

丸紅ネットワークソリューションズ株
式会社

2,420,000R5.6.5

令和５年度　横浜技調ホストサーバー購入 一般競争入札
東京都港区芝浦２－１－５

R5.7.31
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東
松原１０－２２

有限会社成川電設商会

東京都江戸川区南篠崎i町３－６－
１２

令和５年度　海象観測装置定期点検・保守業
務

令和５年度　横浜技調庁舎冷暖房装置取替修
理

10月該当無し

令和５年度　海洋短波レ－ダ－点検及び資料
作成

R5.11.17
ケイズエ－アイエム（株）

神奈川県横浜市都筑区牛久保西１
－２４－４１

一般競争入札 2,999,700

501702014505

2010001014327 一般競争入札 3,410,000

3,806,000
長野日本無線（株）

78.8%

78.0%

4010801023260

9030001023039

3,413,850

一般競争入札

4013101001861 一般競争入札

8100001002473



（別紙様式４）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結
した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法 人 番 号
随意契約によることとした会計
法令の根拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予　定　価　格 契　約　金　額 落札率
再就職
の役員
数

備　　
考

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

分任支出負担行為担当官

横浜港湾空港技術調査事務所長

横浜港湾空港技術調査事務所

神奈川県横浜市神奈川区橋本町２－１－４

11月該当無し

9月該当無し

千葉県所有普通財産（土地）借上

R5.4.3

R5.4.3

10月該当無し

8月該当無し

横浜市所有ふ頭用地使用料

6月該当無し

千葉県葛南港湾事務所長
港湾施設の目的外使用料

7月該当無し

2,275,584

1,879,8204000020120006

3000020141003

1,879,820

2,275,584

1,596,251 100.0%

100.0%

100.0%

1,596,251
予決令第99条第１項第16

号

予決令第99条第１項第16
号

予決令第99条第１項第16
号

R5.4.3
千葉県千葉市中央区市場町１－１

千葉県知事
4000020120006

神奈川県横浜市中区本町６丁目５
０番地の１０

横浜市長

千葉県船橋市浜町２－５


